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ま え が き 

 

 都道府県労働局に寄せられる労働相談の第 1 位は長らく「解雇」であったが、2012 年度以

降は、「いじめ・嫌がらせ」の相談が第 1 位となっている。最新の統計である 2013 年度には

年間 59,197 件もの「いじめ・嫌がらせ」の相談が寄せられている。1 日単位でみれば、162

件以上のいじめの相談が全国の労働局に寄せられていることになる。そして労働局に相談す

る人は氷山の一角であろうから、全国にはとても多くの人がこの問題で悩んでいるというこ

とになる。 

また、労働審判の利用者を対象とした東京大学社会科学研究所の 2010 年のアンケート調

査でも、24.3％（複数回答）もの労働者が「パワー・ハラスメント（パワハラ）」に関する問

題で、13.3％（同）の労働者が「セクハラ・パワハラ以外のいじめ・いやがらせ」に関する

問題で労働審判手続を利用したと回答している。通常裁判に関しても、既に三桁以上の事件

で争点となっていると言われる。この問題は、裁判所の紛争類型としても一定の割合を占め

るに至っている。いじめ紛争の予防・解決は今や喫緊の課題となっているといえよう。 

こうした事態に対し、近年、職場いじめに関する全国的なアンケート調査がいくつか実施

され、基礎的な事実はわかってきている。しかし、未だ実態や解決のあり方については解明

されていない部分が大きい。そこで、本調査研究では、個別労働紛争解決促進法にもとづき

都道府県労働局にあっせんの申請がなされた「いじめ・嫌がらせ」の事案 284 件を対象に、

既存の調査で得られた知見を踏まえつつ、職場いじめの実態と、都道府県労働局のいじめ事

案のあっせん処理について、調査を実施することとした。 

調査対象事案では、いじめによってメンタルヘルスになんらかの問題が生じた者が 3 分の

1 以上も存在すること、紛争解決の内容として会社に「謝罪」を請求する割合が顕著に高い

こと、「医療、福祉」の業種が多いことなど、労働局のあっせん資料という情報の限定性の問

題はありながらも、一定の知見が得られる結果になっている。 

 本資料シリーズが、政策担当者をはじめ、企業経営者、人事担当者、労使団体、業界団体、

職場で働く人々等、全ての人々の参考になり、職場からいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメ

ントがなくなることを心から願っている。なお、本調査研究は、プロジェクト研究サブテー

マ「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する研究」の一環である。 
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